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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定値以上の加速度が作用したときには扉の全閉を妨げるようにした扉用安全装置であ
って、
　戸当たり枠に対向する扉の部分に、扉の開閉方向に摺動可能に設けられたスライド部材
と、
　前記戸当たり枠に対向する扉の面から所定の長さ突出可能に前記スライド部材に突設さ
れたストッパ部材と、
　前記扉と前記ストッパ部材との間に設けられ、前記ストッパ部材が突出する向きに前記
スライド部材を付勢する第１のばね部材と、
　前記スライド部材に扉の開閉方向に摺動可能に設けられたウェート部材と、
　前記スライド部材と前記ウェート部材との間に設けられ、前記ウェート部材を扉の閉方
向に付勢する第２のばね部材と、
　前記ウェート部材が前記第２のばね部材の付勢力に抗して前記スライド部材に対して扉
の開方向に所定の位置まで変位した後、前記スライド部材が前記第１のばね部材の付勢力
に抗して前記扉に対して扉の開方向に所定の位置まで変位した場合に、前記ウェート部材
に係合し、前記ウェート部材を介して、前記ストッパ部材の扉内への没入を妨げるように
、前記スライド部材の前記扉に対する摺動を制動すべく前記扉側に設けられた制限手段と
、
　前記ウェート部材が前記スライド部材に対して扉の開方向に所定の位置まで変位した場
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合に、前記ウェート部材の前記スライド部材に対する相対位置を保持するように前記ウェ
ート部材と係合すべく、前記スライド部材側に設けられたロック手段と
を有することを特徴とする扉用安全装置。
【請求項２】
　前記スライド部材が前記扉に対して扉の開方向に変位した状態から前記第１のばね部材
の付勢力によって扉の閉方向へと変位する際に、前記ロック手段に係合し、前記ロック手
段と前記ウェート部材との係合を解除する向きに前記ロック手段を変位させる解除手段が
前記扉に設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の扉用安全装置。
【請求項３】
　前記ウェート部材は、前記制限手段側に斜面を有し、
　前記制限手段は、前記扉を支持する鴨居に形成されたガイド溝と対向する前記扉の部分
に摺動可能かつ前記扉の前記ガイド溝と対向する面から突出可能に設けられ、前記ウェー
ト部材側に前記ウェート部材の斜面と係合する斜面を有し、前記ウェート部材が前記第２
のばね部材の付勢力に抗して前記スライド部材に対して扉の開方向に所定の位置まで変位
した後、前記スライド部材が前記第１のばね部材の付勢力に抗して前記扉に対して扉の開
方向に所定の位置まで変位した場合に、前記制限手段の前記斜面に押圧されて前記ガイド
溝側へと変位され、前記ガイド溝に圧接されることを特徴とする、請求項１または請求項
２に記載の扉用安全装置。
【請求項４】
　前記ウェート部材と前記制限手段との間に低摩擦部材が介設されることを特徴とする、
請求項１～請求項３のいずれかの項に記載の扉用安全装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、扉と戸当たり枠との間に挟まれて扉の全閉を妨げる突出位置を保持し得る状態
と、戸当たり枠に突き当たると扉の全閉を妨げないように没入位置へ移動し得る状態とが
選択されるストッパ部材を備える扉用安全装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
日常生活の中で、勢いよく扉を閉めることがある。このような加速度を扉に与える閉め方
を不用意に行うと、ともすれば扉と戸当たり枠との間に指を挟んだりする事故を起こすお
それがある。このような事故を誘発させないために、不用意に引き戸を閉めても縦框と戸
当たり枠との間に隙間が開くように、引き戸の縦框と戸当たり枠との間に出没自在なスト
ッパを設けるようにした技術が特開平８－４４０９号公報に開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、この先行技術によると、引き戸を開ける際に縦框と戸当たり枠との間に自動的
にストッパが突出するので、閉める時には必ずストッパが突き当たることになる。従って
、これによると、引き戸を全閉するには、その都度ストッパを解除位置へ戻さねばならな
い。これは安全性の面では確実である反面、意識して引き戸を閉める習慣のある者にとっ
ては煩わしさを感じさせることが懸念される。
【０００４】
本発明は、このような従来技術の問題点を解消するべく案出されたものであり、その主な
目的は、不用意に閉めた時の保安性を損なわずに、意識的に閉める時には煩わしさを感じ
させることが無いように扉用安全装置を改良することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　このような目的を果たすために、本発明の請求項１においては、所定値以上の加速度（
例えば０．２Ｇ）が作用したときには扉（２，３）の全閉を妨げるようにした扉用安全装
置であって、戸当たり枠に対向する扉の部分に、扉の開閉方向に摺動可能に設けられたス
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ライド部材（１２）と、前記戸当たり枠に対向する扉の面から所定の長さ突出可能に前記
スライド部材に突設されたストッパ部材（１３）と、前記扉と前記ストッパ部材との間に
設けられ、前記ストッパ部材が突出する向きに前記スライド部材を付勢する第１のばね部
材（１４）と、前記スライド部材に扉の開閉方向に摺動可能に設けられたウェート部材（
１５）と、前記スライド部材と前記ウェート部材との間に設けられ、前記ウェート部材を
扉の閉方向に付勢する第２のばね部材（１６）と、前記ウェート部材が前記第２のばね部
材の付勢力に抗して前記スライド部材に対して扉の開方向に所定の位置まで変位した後、
前記スライド部材が前記第１のばね部材の付勢力に抗して前記扉に対して扉の開方向に所
定の位置まで変位した場合に、前記ウェート部材に係合し、前記ウェート部材を介して、
前記ストッパ部材の扉内への没入を妨げるように、前記スライド部材の前記扉に対する摺
動を制動すべく前記扉側に設けられた制限手段（１９）と、前記ウェート部材が前記スラ
イド部材に対して扉の開方向に所定の位置まで変位した場合に、前記ウェート部材の前記
スライド部材に対する相対位置を保持するように前記ウェート部材と係合すべく、前記ス
ライド部材側に設けられたロック手段（１８）とを有することを特徴とするものとした。
【０００６】
　このようにすれば、扉を勢いよく閉め、扉の閉方向への所定値以上の加速度が扉に作用
したときに、スライド部材の扉に対する摺動が制動され、ストッパ部材が突出した状態に
維持される。これにより、扉と戸当り枠との間に指を詰めることが防止される。すなわち
、扉用安全装置は、指詰め安全装置として作動する。一方、ゆっくりと扉を閉める分には
何の抵抗も生ぜずに済む。また、扉を閉める過程において一度でも所定値以上の加速度が
扉に作用すると、ウェート部材はスライド部材に対して扉の開方向に所定の位置まで変位
し、ロック手段によってその位置に保持されるため、スライド部材の扉に対する摺動が制
動される。そのため、その後、扉に所定値以上の加速度が加わらないように、ゆっくりと
扉を閉めても指詰め安全装置が作動する。
【０００７】
　本発明の請求項２では、上記構成に加え、前記スライド部材が前記扉に対して扉の開方
向に変位した状態から前記第１のばね部材の付勢力によって扉の閉方向へと変位する際に
、前記ロック手段に係合し、前記ロック手段と前記ウェート部材との係合を解除する向き
に前記ロック手段を変位させる解除手段（２６）が前記扉に設けられていることを特徴と
するものとした。
【０００８】
　本発明の請求項３では、上記構成に加え、前記ウェート部材は、前記制限手段側に斜面
（２０）を有し、前記制限手段は、前記扉を支持する鴨居に形成されたガイド溝（２２）
と対向する前記扉の部分に摺動可能かつ前記扉の前記ガイド溝と対向する面から突出可能
に設けられ、前記ウェート部材側に前記ウェート部材の斜面と係合する斜面（２１）を有
し、前記ウェート部材が前記第２のばね部材の付勢力に抗して前記スライド部材に対して
扉の開方向に所定の位置まで変位した後、前記スライド部材が前記第１のばね部材の付勢
力に抗して前記扉に対して扉の開方向に所定の位置まで変位した場合に、前記制限手段の
前記斜面に押圧されて前記ガイド溝側へと変位され、前記ガイド溝に圧接されることを特
徴とするものとした。これにより、指詰め安全装置が作動すると同時に扉にも制動力が加
わる。
【０００９】
　本発明の請求項４では、前記ウェート部材と前記制限手段との間に低摩擦部材（ガイド
プレート１７）が介設されることを特徴とするものとした。これにより、指詰め安全装置
の作動と扉制動装置の作動との連携が円滑となる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下に添付の図面を参照して本発明について詳細に説明する。
【００１１】
図７は、本発明が適用された住宅用アルミサッシュの一例を示している。このサッシュは
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、固定枠１の内側に２枚の引き違い式ガラス障子２・３を摺動自在に組み込んでなり、ア
ルミニウム合金材で中空に形成された上框４における戸当たり枠１ａとの対向部に本発明
の安全装置５が組み込まれている。なお、本発明による安全装置５は、例示したガラス障
子に限らず、パネル型引き戸や襖など、全ての形式の引き戸に適用可能である。
【００１２】
この安全装置５は、図１～図６に示すように、上框４と実質的に一体をなすケーシング１
１と、障子３の開閉方向に沿って移動可能なるようにケーシング１１内に組み込まれたス
ライド部材１２と、その先端を戸当たり枠１ａとの対向面から出没自在なるようにスライ
ド部材１２に一体形成されたストッパ突起１３と、ストッパ突起１３の突出状態を保持す
るための第１圧縮コイルばね１４と、スライド部材１２に対して当該スライド部材１２と
同じ方向について移動自在なるように組み付けられたウェート部材１５と、障子３の端面
側位置（前進位置）にウェート部材１５を保持するための第２圧縮コイルばね１６と、ス
ライド部材１２の上部にそれぞれの一端を枢着して各遊端を上下に旋回動可能なるガイド
プレート１７並びにロックプレート１８と、ケーシング１１の上壁に上下動可能に設けら
れたブレーキ部材１９とからなっている。
【００１３】
以下、作動要領を交えて更に詳しく説明する。なお、障子３の閉方向への移動を前進と、
開方向への移動を後退と、それぞれ定義する。
【００１４】
通常、スライド部材１２は、第１圧縮コイルばね１４の弾発力により、ストッパ突起１３
を戸当たり枠１ａとの対向面から突出させた位置に保持されている。これと同時に、第２
圧縮コイルばね１６の弾発力により、ウェート部材１５も前進位置に保持されている。ま
たガイドプレート１７並びにロックプレート１９は、その遊端が下向きとなるように傾斜
しており、ブレーキ部材１９は、その自重により降下している（図１参照）。
【００１５】
　この状態で、障子３をゆっくりと閉めると、ウェート部材１５は、上框４に固定された
ケーシング１１と相対移動せずに一緒に移動する。そして戸当たり枠１ａにストッパ突起
１３が突き当たってもスライド部材１２の後退を妨げるものはないので、ストッパ突起１
３はケーシング１１内に抵抗なく没入し、障子３は完全に閉じられる（図６参照）。なお
、第１圧縮コイルばね１４の伸長力が常時作用しており、これがスライド部材１２の後退
を妨げる力とはなるが、障子の重量を押し退けることができない程度にこのばね定数を定
めておけば何ら問題とはならない。またこの時、戸当たり枠１ａにストッパ突起１３が突
き当たると、スライド部材１２が第１圧縮コイルばね１４の伸長力に抗して後退し、スラ
イド部材１２が共に後退する。ウェート部材１５の上面は後下がりの斜面２０とされ、ブ
レーキ部材１９の下面は前上がりの斜面２１とされている。そのため、スライド部材１２
と共に後退する後退するウェート部材１５の斜面２０によって、ガイドプレート１７を介
してブレーキ部材１９の斜面２１が押圧され、ブレーキ部材１９がケーシング１１の上壁
に対して上方に押し上げられる。なお、ウェート部材１５がスライド部材１２に対して前
進位置にあるときは、ウェート部材１５に押し上げられたブレーキ部材１９の上端が鴨居
に設けられた溝２２の底部に圧接されないように、斜面２０・２１の角度が定められてい
る。
【００１６】
　障子３を勢い良く閉めた時には、慣性の作用によってウェート部材１５は障子３の加速
度に追従できないので、見かけ上、第２圧縮コイルばね１６を押し縮めながらウェート部
材１５が後退する形となる（図２参照）。このウェート部材１５が作動する加速度は、ウ
ェート部材１５の重量及び第２圧縮コイルばね１６のばね定数で所望に応じて設定可能で
あり、例えば０．２Ｇ以上で作動するように設定すると良い。なお、図２に示されている
ように、障子３を勢い良く閉めた時にも、スライド部材１２は、第１圧縮コイルばね１４
の弾発力により、ストッパ突起１３を戸当り枠１ａとの対向面から突出させた位置に保持
されている。
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【００１７】
ウェート部材１５の後退限度は、スライド部材１２に設けられた突起２３と、ガイドプレ
ート１７の遊端の鉤形部２４とで定められる。またウェート部材１５が限度位置まで一旦
後退すると、ロックプレート１８の遊端が下りてウェート部材１５の前上の角に引っ掛か
り、加速度が低下してもウェート部材１５の前進位置への戻り移動は阻止される。この状
態では、ロックプレート１８がスライド部材１２とウェート部材１５との間を突っ張るの
で、ストッパ突起１３が戸当たり枠１ａに衝当すると、ウェート部材１５の後退位置を保
持したままスライド部材１２が後退する（図３参照）。
【００１８】
前記の通り、ウェート部材１５の上面は後下がりの斜面２０とされ、ブレーキ部材１９の
下面は前上がりの斜面２１とされていると共に、ウェート部材１５とブレーキ部材１９と
の間に挟まれたガイドプレート１７が摩擦係数の低い合成樹脂材で形成されており、スラ
イド部材１２と一体的なウェート部材１５の後退移動はブレーキ部材１９の上昇移動に円
滑に変換される。そしてウェート部材１５の後退によってガイドプレート１７が押し上げ
られると同時に、ブレーキ部材１９が徐々に押し上げられて鴨居側の溝２２に圧接される
。この楔効果によって障子３に制動力が作用すると共に、スライド部材１２は、戸当たり
枠１ａと障子の上框４の端面４ａとの間に指詰め防止寸法Ａを残してそれ以上は引っ込め
なくなる（図４参照）。
【００１９】
他方、ロックプレート１８の枢支端１８ａ側には、スライド部材１２の上面に引っ掛かる
爪２５が設けられていると共に、ケーシング１１の上壁には、上向きに撓み変形可能な弾
発爪２６が形成されており、ストッパ突起１３が戸当たり枠１ａに突き当たってスライド
部材１２が幾分か後退する行程の間に、ロックプレート１８の爪２５がこの弾発爪２６を
押し退けて弾発爪２６の後方へと移動する（図４参照）。
【００２０】
　指詰め防止寸法Ａを残して静止した障子３を僅かに開くと、第１圧縮コイルばね１４に
押されてスライド部材１２が前進し、ロックプレート１８がこれに引きずられるが、ロッ
クプレート１８の枢支端１８ａの爪２５が弾発爪２６に引っ掛かるため、ロックプレート
１８の枢支端１８ａを受容した障子の移動方向に沿う長溝２７が、枢支端１８ａを置き去
りにして前方へ移動する。するとロックプレート１８の爪２５に対する規制が外れるとと
もに、爪２５が弾発爪２６に押圧され、ロックプレート１８はその遊端を上向けるように
旋回動し、ウェート部材１５に作用させていた移動阻止力が解除される。而してウェート
部材１５が第２圧縮コイルばね１６の弾発力で初期位置へと戻される（図５参照）。
【００２１】
以上のようにして、スライド部材１２が後退可能となり、障子３を閉めるのに支障がなく
なる。
【００２２】
ウェート部材１５がケーシング１１内で後退しない程度の速度で障子３を閉めれば、スト
ッパ突起１３の没入を阻止するものがないので、抵抗なく障子３を全閉し得る。
【００２３】
いずれにせよ、ウェート部材１５が後退位置に保持される加速度を障子３に一度でも与え
ると、最後はゆっくりと閉めてもストッパ突起１３が利くようになってしまう。そしてス
トッパ突起１３が利いてしまっても、開く方向へ障子３を少し動かせば自動的にロックプ
レート１８が解除されるので、障子３を全閉することができる。
【００２４】
【発明の効果】
このように本発明によれば、不用意な閉め方をした場合に指を挟むことを防止するための
ストッパ機能が引き戸に作用する加速度の程度に応じて自動的に作動するので、安全装置
を必要としない使用者に対して閉める度にストッパの解除を強いるという不都合を払拭す
ることができる。また、ストッパ機能が有効となった状態にあっても、引き戸を僅かに開
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くという簡単な操作でストッパ機能の解除が自動的に行われるので、使用者に煩わしさを
感じさせない上、初めからゆっくりと閉めさえすれば抵抗感無く全閉するので、事故を誘
発させるような乱雑な閉め方をしないように習慣づけることができる。これに加えて、サ
ッシュ式の引き違い戸は勿論のこと、パネルドアや襖にもビルトインすることができるの
で高い汎用性が得られる上、扉の上端に組み込むものなので、人の出入りの邪魔にならず
に済む。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の安全装置の通常状態を示す内部構造図
【図２】本発明の安全装置の所定加速度が作用した状態を示す内部構造図
【図３】本発明の安全装置の所定加速度が作用した後に戸当たり枠に衝当した状態を示す
内部構造図
【図４】本発明の安全装置の作動状態を示す内部構造図
【図５】本発明の安全装置の作動解除状態を示す内部構造図
【図６】本発明の安全装置の閉扉状態を示す内部構造図
【図７】本発明が適用された住宅用アルミサッシュの一例を示す斜視図
【符号の説明】
１　固定枠
１ａ　戸当たり枠
２・３　ガラス障子
４　上框
５　安全装置
１１　ケーシング
１２　スライド部材
１３　ストッパ突起
１４　第１圧縮コイルばね
１５　ウェート部材
１６　第２圧縮コイルばね
１７　ガイドプレート
１８　ロックプレート
１８ａ　枢支端
１９　ブレーキ部材
２０・２１　斜面
２２　（鴨居の）溝
２３　突起
２４　鉤形部
２５　爪
２６　弾発爪
２７　溝
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